
申請フォームにログイン後、右上アカウント名を
クリックし、「申請一覧」を選択

参考） 次回、同じ申請フォームから申請する場合、過去の申請を再利用できます。

以前に申請した保全等依頼の「詳細を確認する」をクリック

「この申請をもとに新規申請」をクリックすると、新規作成が可能

申請者名など内容が同じ箇所は記入を省略できます
※ただし、測量調査課で申請フォームの差替えをした場合は、別のフォームとなるため、
この機能は利用できません。（この場合、初回と同様に申請してください。）なるべく差替え
が無いようにしますが、改良のため差替えすることがありますのでご了承ください。


